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陳 情 文 書 表 

平２５陳情第１０号 平成２５年９月２７日受理 

件  名 
平成２６年度における重度障害者医療費助成制度継続につい

ての陳情 

 

陳 情 者 

 

 

陳 情 の 原 文 

 陳情趣旨 

 県は平成２０年に要綱を変更し、医療窓口での一部自己負担金（通院２

００円／回、入院１００円／日）の導入と、６５歳以上で新たに障がい者

となった方の制度適用除外を各市町村に委譲し、平成２１年１０月からは

前記２条件に加えて所得制限を追加実施するに至っています。また、秦野

市においては、平成２４年度から「年齢制限」と「所得制限」を導入しま

した。 

 私たち透析者は、少ない年金収入に頼って生活する者が多く、高額療養

費特例３特定疾病療養受療者として、１カ月の自己負担限度額が１０，０

００円、上位所得者にあっては２０，０００円と負担軽減措置が図られて

いますが、重度障害者医療費助成制度の年齢制限導入によって６５歳以上

で新たに透析治療を行う場合は助成対象外となることから、日常生活は大

変厳しくなります。代わりに透析者は「後期高齢者医療保険の７５歳から

適用」を前倒しで「６５歳から適用」と言われていますが、透析以外の治

療費は１割負担となり、透析者には大変な負担です。 

 さらに、透析治療のための月１３回往復の通院費や透析中の食事代の自

己負担があり、健康保険税、市・県民税、介護保険料などの支払いがあり、

これ以上の個人負担がふえるのは大変困ります。 

 県は市町村への補助金を削減あるいは廃止するなど、市町村の財政が逼

迫した状況も理解していますが、あえて、私たち障がい児者・透析者が少

ない負担で医療が受けられるよう、平成２６年度の予算措置においては、

重度障害者医療費助成制度の「年齢制限」廃止について、再考するよう陳
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情いたします。 

 

 陳情事項 

１ 平成２６年度予算策定に際し、重度障害者医療費助成制度については、

障がい児者が負担なく医療が受けられるようにすること。 


